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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成27年4月7日付で当社の商号および設定・運用するファンドの名称を変更しました。また、平成27年4月

7日に半期報告書を提出しました。これらに伴い、平成26年10月7日付をもって提出した有価証券届出書

（以下「原届出書」という。）の「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」および「第三部 委託会

社等の情報」に訂正すべき事項がありますので、本訂正届出書を提出するものです。
 

２【訂正の内容】

原届出書について、それぞれ下記事項と同一内容に原届出書が訂正されます。下線部　　 　　は訂正部分

を示します。

 

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

＜訂正前＞

アイエヌジー・日本株式オープン

アイエヌジー・日本株式オープンの愛称として「ガリオン・ファンド」という名称を用いることがありま

す。以下「当ファンド」といいます。

 

＜訂正後＞

NN日本株式オープン

NN日本株式オープンの愛称として「ガリオン・ファンド」という名称を用いることがあります。以下「当

ファンド」といいます。

 

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

＜訂正前＞

契約型の追加型受益権（以下「受益権」といいます。）

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供

され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下、「社振法」といいます。）の規定の適用を

受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の

下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関

等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載

または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるアイエヌジー

投信株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しませ

ん。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

 

＜訂正後＞

契約型の追加型受益権（以下「受益権」といいます。）

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供

され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下、「社振法」といいます。）の規定の適用を

受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の

下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関

等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載

または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるNNインベスト

メント・パートナーズ株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益

証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
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（４）【発行（売出）価格】

＜訂正前＞

（略）

●委託会社のホームページ

アドレス http://www.ingfunds.co.jp/

 

＜訂正後＞

（略）

●委託会社のホームページ

アドレス http://www.nnip.co.jp/

 

（８）【申込取扱場所】

＜訂正前＞

（略）

●委託会社のホームページ

アドレス http://www.ingfunds.co.jp/

 

＜訂正後＞

（略）

●委託会社のホームページ

アドレス http://www.nnip.co.jp/

 

（１２）【その他】

末尾に下記の文章を追加します。

＜委託会社の商号およびファンド名称等の変更について＞

・平成27年4月7日付で委託会社の商号を「アイエヌジー投信株式会社」から「NNインベストメント・パート

ナーズ株式会社」に変更しました。これに伴い、同日付で当ファンドの名称を「アイエヌジー・日本株式

オープン」から「NN日本株式オープン」に変更しました。

・また、平成27年4月7日付で当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドの名称等が変更されました。

 

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

＜訂正前＞

アイエヌジー・日本株式オープンは追加型投信／国内／株式に属しています。

（略）

その他資産（投資信託証券（株式））とは、投資信託約款において投資信託証券（当ファンドの場合はアイ

エヌジー・日本株式マザーファンド）を通じて主として株式に投資する旨の記載があるものをいいます。

（略）

［アイエヌジー・日本株式オープンにおける運用の仕組み］
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（略）

●アイエヌジー・日本株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、長期的に良好な収益の獲得を目指し

て、ポートフォリオを構成します。なお、日本の株式等に直接投資する場合もあります。

 

＜訂正後＞

NN日本株式オープンは追加型投信／国内／株式に属しています。

（略）

その他資産（投資信託証券（株式））とは、投資信託約款において投資信託証券（当ファンドの場合はNN日

本株式マザーファンド）を通じて主として株式に投資する旨の記載があるものをいいます。

（略）

［NN日本株式オープンにおける運用の仕組み］
 

 
（略）

●NN日本株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、長期的に良好な収益の獲得を目指して、ポート

フォリオを構成します。なお、日本の株式等に直接投資する場合もあります。

 

（２）【ファンドの沿革】

＜訂正前＞

平成12年2月7日 当初設定、信託契約締結、運用開始

 

＜訂正後＞

平成12年2月7日 当初設定、信託契約締結、運用開始

平成27年4月7日 ファンドの名称を「NN日本株式オープン」に変更
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（３）【ファンドの仕組み】

下記の内容に訂正されます。
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＜委託会社の概況（本書提出日現在）＞

●沿革

＜訂正前＞

平成11年9月8日 アイエヌジー投信株式会社設立

平成11年9月30日 証券投資信託委託業の認可取得（金融再生委員会第16号）投資

顧問業の登録（関東財務局長第884号）

平成12年11月30日 投資信託及び投資法人に関する法律の平成12年法97附則第9条

に基づく投資信託委託業のみなし認可

平成17年8月31日 投資一任契約に係る業務の認可取得（内閣総理大臣第56号）

平成19年9月30日 金融商品取引業のみなし登録（関東財務局長（金商）第300

号）

平成21年1月5日 第一種金融商品取引業の業務開始

 

＜訂正後＞

平成11年9月8日 アイエヌジー投信株式会社設立

平成11年9月30日 証券投資信託委託業の認可取得（金融再生委員会第16号）投資

顧問業の登録（関東財務局長第884号）

平成12年11月30日 投資信託及び投資法人に関する法律の平成12年法97附則第9条

に基づく投資信託委託業のみなし認可

平成17年8月31日 投資一任契約に係る業務の認可取得（内閣総理大臣第56号）

平成19年9月30日 金融商品取引業のみなし登録（関東財務局長（金商）第300

号）

平成21年1月5日 第一種金融商品取引業の業務開始

平成27年4月7日 商号を「NNインベストメント・パートナーズ株式会社」に変更

 

●大株主の状況

＜訂正前＞

名称 住所 持株数 持株比率

アイエヌジー・インベストメント・マ

ネジメント・ホールディングス・エ

ヌ・ヴィ

オランダ王国ハーグ市2595AS

スケンクガーデ65 9,350株 100%

 

＜訂正後＞

名称 住所 持株数 持株比率

NNインベストメント・パートナーズ・

ホールディングスN.V.

オランダ王国ハーグ市2595AS

スケンクガーデ65
9,350株 100%

 

２【投資方針】

（１）【投資方針】

②投資態度

＜訂正前＞

a主としてアイエヌジー・日本株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、長期的に良好な収益の獲得を

目指して、ポートフォリオを構成します。なお、日本の株式等に直接投資する場合もあります。

（略）

j信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび価格変動リスクを回避するため、国内において行

われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引およ

び金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
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有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類例の取引（以下

「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。

k信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび価格変動リスクを回避するため、異なった受取金

利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま

す。）および金利先物取引を行うことができます。

l信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプショ

ン取引、有価証券店頭指数等スワップ取引および店頭金融先物取引を行うことができます。

 

＜訂正後＞

a主としてNN日本株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、長期的に良好な収益の獲得を目指して、

ポートフォリオを構成します。なお、日本の株式等に直接投資する場合もあります。

（略）

j信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証

券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引な

らびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に

かかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類例の取引（以下「有価証券先物取引等」といいま

す。）を行うことができます。

k信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその

元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）および金利先物取引を行う

ことができます。

l信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプ

ション取引、有価証券店頭指数等スワップ取引および店頭金融先物取引を行うことができます。

 

（２）【投資対象】

＜訂正前＞

①委託会社は、信託金を、主としてaのアイエヌジー投信株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社

を受託者として締結された親投資信託（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券およびbからwま

での有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き

ます。）に投資することを指図します。（信託約款第20条第1項）

aアイエヌジー・日本株式マザーファンド

 

＜訂正後＞

①委託会社は、信託金を、主としてaのNNインベストメント・パートナーズ株式会社を委託者とし、三井住友

信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証

券およびbからwまでの有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に

掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。（信託約款第20条第1項）

a NN日本株式マザーファンド

 

（３）【運用体制】

①運用体制

＜訂正前＞

委託会社の運用体制は、以下の通りとなっております。本書提出日現在、25名程度が当該業務に従事してお

ります。

（略）
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委託会社はアイエヌジー・日本株式マザーファンドの運用指図に関する権限をBNYメロン・アセット・マネジ

メント・ジャパン株式会社に委託します。なお、運用計画の策定、運用状況の検証、権限の委託先の管理等

は委託会社の委託運用部が行います。

 

＜受託会社に対する管理体制＞

受託会社の資産管理業務に係る事務処理体制、事務執行に起因する事故等が生じた場合には、受託会社に対

し事故顛末ならびに再発防止策等の提出を求めるとともに、業務部が事故報告書を作成し、コンプライアン

ス・リスクマネジメント部長宛に提出します。事故報告書は、月次のコンプライアンス委員会にて検証さ

れ、必要とされる場合には受託会社に対する業務改善要求、その他の措置を決定します。

 

コンプライアンス・リスクマネジメント部は、定期的に受託会社の財務内容等を調査し、受託業務を遂行す

るに十分な財政的基盤を維持していることを確認します。また、年次にて受託会社より監査法人が作成した

「内部統制の整備及び運用状況報告書」を徴求し、受託会社の内部統制が受託業務を遂行するにつき十分な

水準であることを確認します。

 

＜訂正後＞

委託会社の運用体制は、以下の通りとなっております。本書提出日現在、20名程度が当該業務に従事してお

ります。

（略）

委託会社はNN日本株式マザーファンドの運用指図に関する権限をBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャ

パン株式会社に委託します。なお、運用計画の策定、運用状況の検証、権限の委託先の管理等は委託会社の

委託運用部が行います。

 

受託会社の資産管理業務に係る事務処理体制、事務執行に起因する事故等が生じた場合には、受託会社に対

し事故顛末ならびに再発防止策等の提出を求めるとともに、業務部が事故報告書を作成し、コンプライアン

ス・リスク管理部長宛に提出します。事故報告書は、月次のコンプライアンス委員会にて検証され、必要と

される場合には受託会社に対する業務改善要求、その他の措置を決定します。

 

コンプライアンス・リスク管理部は、定期的に受託会社の財務内容等を調査し、受託業務を遂行するに十分

な財政的基盤を維持していることを確認します。また、年次にて受託会社より監査法人が作成した「内部統

制の整備及び運用状況報告書」を徴求し、受託会社の内部統制が受託業務を遂行するにつき十分な水準であ

ることを確認します。

 

（５）【投資制限】

①信託約款における投資制限

＜訂正前＞

（略）

e先物取引等の運用指図・目的・範囲（信託約款第26条）

（a）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リスクを回避するた

め、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま

す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および

有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の

取引所におけるこれらの取引と類似の取引の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション

取引に含めて取り扱うものとします。（以下同じ。）
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（b）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する

ため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における

これらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

fスワップ取引の運用指図・目的・範囲（信託約款第27条）

（a）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リスクを回避するた

め、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取

引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。

（略）

g金利先渡取引の運用指図・目的・範囲（信託約款第28条）

（a）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リスクを回避するた

め、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。

（略）

h各種派生商品の店頭取引の運用指図（信託約款第29条）

（a）委託会社は信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、次に掲げる取引（以下、hにおいて店

頭取引といいます。）を行うことの指図をすることができます。

 

＜訂正後＞

（略）

e先物取引等の運用指図・目的・範囲（信託約款第26条）

（a）委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証

券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引

（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商

品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類

似の取引の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとしま

す。（以下同じ。）

（b）委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に

かかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと

の指図をすることができます。

fスワップ取引の運用指図・目的・範囲（信託約款第27条）

（a）委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金

利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま

す。）を行うことの指図をすることができます。

（略）

g金利先渡取引の運用指図・目的・範囲（信託約款第28条）

（a）委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの指図

をすることができます。

（略）

h各種派生商品の店頭取引の運用指図（信託約款第29条）

（a）委託会社は信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、次に掲げる取引（以下、hにおい

て店頭取引といいます。）を行うことの指図をすることができます。

 

「①信託約款における投資制限」の末尾に下記の文章を追加します。

nデリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額

が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。（信託約款付表）
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［参考］ 「アイエヌジー・日本株式マザーファンド」の投資方針

（2）運用方針

②投資態度

＜訂正前＞

［参考］ 「アイエヌジー・日本株式マザーファンド」の投資方針

（略）

j信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リスクを回避するため、国内において

行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引お

よび金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取

引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引（以

下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。

k信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リスクを回避するため、異なった受取

金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といい

ます。）および金利先物取引を行うことができます。

（略）

m信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプショ

ン取引、有価証券店頭指数等スワップ取引および店頭金融先物取引を行うことができます。

 

＜訂正後＞

［参考］ 「NN日本株式マザーファンド」の投資方針

（略）

j信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証

券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引な

らびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に

かかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいま

す。）を行うことができます。

k信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその

元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）および金利先物取引を行う

ことができます。

（略）

m信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプ

ション取引、有価証券店頭指数等スワップ取引および店頭金融先物取引を行うことができます。

 

(3)投資制限

＜訂正前＞

（略）

f同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権

付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ

明確にしているものへの投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

 

＜訂正後＞

（略）

f同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権

付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ

明確にしているものへの投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
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gデリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額

が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

 

３【投資リスク】

（2）リスク管理体制（下記の内容に修正されます。）

委託会社の投資リスクの管理体制は以下の通りです。法令・規則の変更等への対応につきましては、適

宜適切に対応しております。

①日常のリスク管理

投資に関するリスクは、CIO（チーフ・インベストメント・オフィサー）およびコンプライアンス・リス

ク管理部によってモニターされております。売買執行の管理については、売買執行をファンドマネー

ジャーとは原則として別のトレーダーが行い、相互牽制機能を働かせています。また、日々コンプライ

アンス・リスク管理部が売買伝票をチェックし、その内容について適正かどうかの管理がなされており

ます。

②考査会議（月次）

ファンドの信託財産に関し、運用状況の報告、運用実績の分析および評価について考査します。
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③コンプライアンス委員会（月次）

会社全般の法令遵守および業務リスク管理に関する基本方針を審議、決定すると共に、法令遵守状況や

業務リスクの状況を審査します。

 
種類 管理の頻度 管理方法

売買発注 日次 コンプライアンス・リスク管理部が売買伝票を日々

チェック

投資ガイドライン 月次・日次 CIOおよびコンプライアンス・リスク管理部により定期

的にモニター

考査会議 月次 運用状況報告および運用実績の分析・評価

コンプライアンス委員会 月次 法令遵守・業務リスク状況の審査

法令・規則の変更等 適宜 コンプライアンス・リスク管理部が関係者に連絡し、

電子メール等により周知、また必要に応じ説明会を開

催

 

〈ファンドのリスク管理体制〉
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末尾に参考情報を添付します。

参考情報
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４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

＜訂正前＞

①取得申込時の申込手数料は、取得申込日の基準価額に、取得申込金額、取得申込代金＊あるいは取得申込口

数に応じて、基準価額の3.24%（税抜き 3.0%）を上限とした販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とし

ます。

 

＜訂正後＞

①取得申込時の申込手数料は、取得申込日の基準価額に、取得申込金額、取得申込代金＊あるいは取得申込口

数に応じて、基準価額の3.24%（税抜き 3.0%）を上限とした販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とし

ます。申込手数料は、ファンドあるいは投資環境に関する情報提供等、ならびにファンドの購入に関する事

務手続きの対価として販売会社が得る手数料です。

 

（３）【信託報酬等】

＜訂正前＞

（略）

②信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は次の通りです。

項目 信託報酬の額

 

信託報酬の配分

委託会社 当該純資産額に対し 年率0.81%（税抜き 0.75%）

販売会社 当該純資産額に対し 年率0.81%（税抜き 0.75%）

受託銀行 当該純資産額に対し 年率0.108%（税抜き 0.10%）

（略）

④委託会社が受ける信託報酬にはアイエヌジー・日本株式マザーファンドの運用委託先への報酬（年率

0.486％以内（税抜き0.45％以内））が含まれています。

 

＜訂正後＞

（略）

②信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は次の通りです。

項目 信託報酬の額

 

信託報酬の配分

委託会社 当該純資産額に対し 年率0.81%（税抜き 0.75%）

販売会社 当該純資産額に対し 年率0.81%（税抜き 0.75%）

受託銀行 当該純資産額に対し 年率0.108%（税抜き 0.10%）

※信託報酬を対価とする役務の主な内容は下記の通りです。

委託会社：ファンドの運用を行います。

販売会社：各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等を行います。

受託銀行：信託財産の管理や委託会社からの運用指図を実行します。

（略）

④委託会社が受ける信託報酬にはNN日本株式マザーファンドの運用委託先への報酬（年率0.486％以内（税抜

き0.45％以内））が含まれています。
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（４）【その他の手数料等】

＜訂正前＞

（略）

③信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は、当該計算期間を通じて

日々、信託財産の純資産総額に一定の率を乗じて得た額、もしくは固定額を毎計算期間の6ヵ月終了日および

毎計算期末または信託終了のとき、当該消費税等相当額とともに信託財産中より支弁します。本書提出日現

在の財務諸表の監査に要する費用は信託財産の純資産総額に年0.00432％（税抜き0.004％）を乗じて計算し

た額とします。

 

＜訂正後＞

（略）

③信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は、当該計算期間を通じて

日々、信託財産の純資産総額に一定の率を乗じて得た額、もしくは固定額を毎計算期間の6ヵ月終了日および

毎計算期末または信託終了のとき、当該消費税等相当額とともに信託財産中より支弁します。本書提出日現

在の財務諸表の監査に要する費用は信託財産の純資産総額に年0.00432％（税抜き0.004％）を乗じて計算し

た額とします。信託財産の財務諸表の監査に要する費用とは、監査法人に支払うファンドの監査に関する費

用をいいます。

 

 

５【運用状況】（下記の内容に訂正されます。）

（１）【投資状況】

（平成27年 2月27日現在）

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

親投資信託受益証券 日本 6,164,212,259 100.23

現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △13,864,894 △0.23

合計(純資産総額) 6,150,347,365 100.00

注：投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

 

［参考］親投資信託の投資状況

NN日本株式マザーファンド

（平成27年 2月27日現在）

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

株式 日本 7,526,952,360 99.47

現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 39,736,215 0.53

合計(純資産総額) 7,566,688,575 100.00

注：投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】（平成27年2月27日現在）

　 イ)主要投資銘柄

銘柄 業種 数量 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額 投資比率

  口 円 円 円 円 ％

アイエヌジー・日本株式マザー

ファンド（現：NN日本株式マザー

ファンド）

－ 6,942,462,281 0.7578 5,260,997,917 0.8879 6,164,212,259 100.23

注:投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

 

　 ロ)種類別構成比率

種類 投資比率（％）

親投資信託受益証券 100.23

合計 100.23

 

②【投資不動産物件】

　　該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】

　　該当事項はありません。
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[参考]親投資信託

NN日本株式マザーファンド

①投資有価証券の主要銘柄（平成27年2月27日現在）

イ)主要投資銘柄（上位30銘柄）

種類 銘柄名 業種 数量
簿価単価
（円）

簿価金額
（円）

評価単価
（円）

評価金額
（円）

投資比率
（％）

株式 トヨタ自動車 輸送用機器 46,700 6,969.00 325,452,300 8,063.00 376,542,100 4.98

株式
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グ
ループ

銀行業 371,300 645.10 239,525,630 777.70 288,760,010 3.82

株式 日立製作所 電気機器 236,000 887.60 209,473,600 818.00 193,048,000 2.55

株式
三井住友フィナンシャルグルー
プ

銀行業 38,300 4,444.50 170,224,350 4,759.50 182,288,850 2.41

株式 アステラス製薬 医薬品 90,400 1,810.00 163,624,000 1,901.00 171,850,400 2.27

株式 日本電産 電気機器 20,200 7,494.95 151,398,100 8,072.00 163,054,400 2.15

株式 綜合警備保障 サービス業 43,300 2,551.00 110,458,300 3,750.00 162,375,000 2.15

株式 五洋建設 建設業 347,500 368.00 127,880,000 440.00 152,900,000 2.02

株式 参天製薬 医薬品 18,700 6,911.77 129,250,263 8,010.00 149,787,000 1.98

株式 日本触媒 化学 82,000 1,438.61 117,966,432 1,713.00 140,466,000 1.86

株式 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 633,500 205.00 129,867,500 220.50 139,686,750 1.85

株式 富士重工業 輸送用機器 34,300 4,150.00 142,345,000 4,061.00 139,292,300 1.84

株式 ソフトバンク 情報・通信業 18,800 8,143.00 153,088,400 7,367.00 138,499,600 1.83

株式 ダイセル 化学 86,900 1,327.00 115,316,300 1,552.00 134,868,800 1.78

株式 いすゞ自動車 輸送用機器 76,600 1,534.05 117,508,693 1,737.00 133,054,200 1.76

株式 ディスコ 機械 11,800 8,850.00 104,430,000 11,000.00 129,800,000 1.72

株式 東鉄工業 建設業 46,000 2,529.15 116,341,028 2,780.00 127,880,000 1.69

株式 デンソー 輸送用機器 22,000 5,483.05 120,627,140 5,618.00 123,596,000 1.63

株式 ニフコ 化学 29,500 3,550.00 104,725,000 4,110.00 121,245,000 1.60

株式 日本たばこ産業 食料品 32,000 3,918.00 125,376,000 3,772.00 120,704,000 1.60

株式 パーク２４ 不動産業 51,300 1,715.51 88,005,690 2,256.00 115,732,800 1.53

株式 ＩＨＩ 機械 207,000 565.00 116,955,000 557.00 115,299,000 1.52

株式 日本光電工業 電気機器 18,600 5,790.00 107,694,000 6,150.00 114,390,000 1.51

株式 アイカ工業 化学 39,200 2,332.00 91,414,400 2,810.00 110,152,000 1.46

株式 クボタ 機械 54,000 1,784.63 96,370,188 1,944.50 105,003,000 1.39

株式 三菱鉛筆 その他製品 24,000 3,750.00 90,000,000 4,365.00 104,760,000 1.38

株式 光通信 情報・通信業 13,500 7,880.00 106,380,000 7,760.00 104,760,000 1.38

株式 ＳＣＳＫ 情報・通信業 31,600 2,991.30 94,525,375 3,285.00 103,806,000 1.37

株式 三井物産 卸売業 62,400 1,638.50 102,242,400 1,662.50 103,740,000 1.37

株式 日産自動車 輸送用機器 81,900 1,081.50 88,574,850 1,264.00 103,521,600 1.37

注1:投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

注2:評価額組入上位30銘柄について記載しています。
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ロ) 業種（種類）別構成比率

種類 国内／外国 業種
投資比率

（％）

株式 国内 鉱業 0.18

  建設業 4.51

  食料品 1.60

  化学 8.91

  医薬品 4.25

  ガラス・土石製品 0.90

  鉄鋼 0.63

  非鉄金属 0.66

  金属製品 1.11

  機械 6.41

  電気機器 12.70

  輸送用機器 13.19

  精密機器 0.93

  その他製品 1.38

  電気・ガス業 0.66

  陸運業 1.18

  情報・通信業 7.56

  卸売業 2.32

  小売業 4.08

  銀行業 8.73

  証券、商品先物取引業 0.83

  保険業 1.01

  その他金融業 2.30

  不動産業 5.98

  サービス業 7.48

合計 　 　 99.47

 

②投資不動産物件

該当事項はありません。

 

③その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。
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（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

期別
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）

（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）

第6計算期間末 (平成17年 7月 6日) 2,362 2,362 0.5225 0.5225

第7計算期間末 (平成18年 7月 6日) 3,427 3,427 0.7365 0.7365

第8計算期間末 (平成19年 7月 6日) 3,962 3,962 0.8045 0.8045

第9計算期間末 (平成20年 7月 7日) 3,136 3,136 0.5736 0.5736

第10計算期間末 (平成21年 7月 6日) 2,330 2,330 0.3565 0.3565

第11計算期間末 (平成22年 7月 6日) 2,492 2,492 0.3413 0.3413

第12計算期間末 (平成23年 7月 6日) 2,880 2,880 0.3582 0.3582

第13計算期間末 (平成24年 7月 6日) 2,923 2,923 0.3352 0.3352

第14計算期間末 (平成25年 7月 8日) 4,910 4,910 0.5274 0.5274

第15計算期間末 (平成26年 7月 7日) 5,259 5,259 0.5670 0.5670

第16期中間期末 (平成27年 1月 7日) 5,539 ― 0.5921 ―

 平成26年 2月末日 5,071 ― 0.5434 ―

 　　　　 3月末日 5,032 ― 0.5382 ―

 　　　　 4月末日 4,841 ― 0.5201 ―

 　　　　 5月末日 4,993 ― 0.5365 ―

 　　　　 6月末日 5,223 ― 0.5620 ―

 　　　　 7月末日 5,289 ― 0.5703 ―

 　　　　 8月末日 5,254 ― 0.5640 ―

 　　　　 9月末日 5,490 ― 0.5884 ―

 　　　　10月末日 5,493 ― 0.5886 ―

 　　　　11月末日 5,717 ― 0.6139 ―

 　　　　12月末日 5,706 ― 0.6121 ―

 平成27年 1月末日 5,728 ― 0.6122 ―

 　　　　 2月末日 6,150 ― 0.6573 ―

注：直近10計算期間について記載しています。
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②【分配の推移】

期 計算期間 1万口当たりの分配金（円）

第6期 平成16年 7月 7日～平成17年 7月 6日 0

第7期 平成17年 7月 7日～平成18年 7月 6日 0

第8期 平成18年 7月 7日～平成19年 7月 6日 0

第9期 平成19年 7月 7日～平成20年 7月 7日 0

第10期 平成20年 7月 8日～平成21年 7月 6日 0

第11期 平成21年 7月 7日～平成22年 7月 6日 0

第12期 平成22年 7月 7日～平成23年 7月 6日 0

第13期 平成23年 7月 7日～平成24年 7月 6日 0

第14期 平成24年 7月 7日～平成25年 7月 8日 0

第15期 平成25年 7月 9日～平成26年 7月 7日 0

第16期中間 平成26年 7月 8日～平成27年 1月 7日 ―

注：直近10計算期間について記載しています。
 

③【収益率の推移】

期 計算期間 収益率（％）

第6期 平成16年 7月 7日～平成17年 7月 6日 2.71

第7期 平成17年 7月 7日～平成18年 7月 6日 40.96

第8期 平成18年 7月 7日～平成19年 7月 6日 9.23

第9期 平成19年 7月 7日～平成20年 7月 7日 △28.70

第10期 平成20年 7月 8日～平成21年 7月 6日 △37.85

第11期 平成21年 7月 7日～平成22年 7月 6日 △4.26

第12期 平成22年 7月 7日～平成23年 7月 6日 4.95

第13期 平成23年 7月 7日～平成24年 7月 6日 △6.42

第14期 平成24年 7月 7日～平成25年 7月 8日 57.34

第15期 平成25年 7月 9日～平成26年 7月 7日 7.51

第16期中間 平成26年 7月 8日～平成27年 1月 7日 4.43

注：直近10計算期間について記載しています。
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（４）【設定及び解約の実績】

期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口）

第6期 平成16年 7月 7日～平成17年 7月 6日 2,522,417,380 5,804,662,819

第7期 平成17年 7月 7日～平成18年 7月 6日 624,859,685 494,197,380

第8期 平成18年 7月 7日～平成19年 7月 6日 414,638,993 142,069,459

第9期 平成19年 7月 7日～平成20年 7月 7日 623,595,481 80,734,619

第10期 平成20年 7月 8日～平成21年 7月 6日 1,096,367,860 27,281,833

第11期 平成21年 7月 7日～平成22年 7月 6日 796,586,291 29,817,698

第12期 平成22年 7月 7日～平成23年 7月 6日 764,207,405 27,693,853

第13期 平成23年 7月 7日～平成24年 7月 6日 780,704,609 98,763,953

第14期 平成24年 7月 7日～平成25年 7月 8日 632,385,554 45,735,339

第15期 平成25年 7月 9日～平成26年 7月 7日 141,683,308 174,954,299

第16期中間 平成26年 7月 8日～平成27年 1月 7日 147,599,023 69,031,257

注：直近10計算期間について記載しています。
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参考情報
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第２【管理及び運営】

２【換金（解約）手続等】

＜訂正前＞

（略）

●委託会社のホームページ

アドレス http://www.ingfunds.co.jp/

 

＜訂正後＞

（略）

●委託会社のホームページ

アドレス http://www.nnip.co.jp/

 

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

＜訂正前＞

（略）

●委託会社のホームページ

アドレス http://www.ingfunds.co.jp/

 

＜訂正後＞

（略）

●委託会社のホームページ

アドレス http://www.nnip.co.jp/

 

（５）【その他】

＜訂正前＞

（略）

d運用報告書

委託会社は、計算期間の末日ごとおよび償還時に、期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買

状況などを記載した運用報告書を作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。

（略）

（参考）

アイエヌジー・日本株式マザーファンドの運用に関して、委託会社と投資顧問会社との間で締結された投資

一任契約の有効期間は、無期限とします。ただし、委託会社または投資顧問会社が他方の当事者に対し、90

日前に通知することにより契約を終了することができます。

 

 

＜訂正後＞

（略）

d運用報告書

委託会社は、計算期間の末日ごとおよび償還時に交付運用報告書および運用報告書（全体版）を作成し、交

付運用報告書を信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。

（略）

（参考）
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NN日本株式マザーファンドの運用に関して、委託会社と投資顧問会社との間で締結された投資一任契約の有

効期間は、無期限とします。ただし、委託会社または投資顧問会社が他方の当事者に対し、90日前に通知す

ることにより契約を終了することができます。
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第３【ファンドの経理状況】

原届出書に追加される内容のみ記載しております。

 

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年

大蔵省令第38号）（以下「中間財務諸表等規則」という）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定に

より、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規

則」という）に基づいて作成しております。

また、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

当ファンドは、第16期中間計算期間（平成26年7月8日から平成27年1月7日まで）の中間財務諸表につい

て、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、新日本有限責任監査法人による中間監査を受けて

おります。
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【中間財務諸表】

アイエヌジー・日本株式オープン

（１）【中間貸借対照表】

 （単位：円）

 第16期中間計算期間末
(平成27年１月７日現在)

資産の部  
流動資産  

コール・ローン 47,791,607

親投資信託受益証券 5,539,197,275

未収利息 13

流動資産合計 5,586,988,895

資産合計 5,586,988,895

負債の部  
流動負債  

未払解約金 534,957

未払受託者報酬 2,942,575

未払委託者報酬 44,138,499

その他未払費用 117,646

流動負債合計 47,733,677

負債合計 47,733,677

純資産の部  
元本等  

元本 9,354,797,587

剰余金  
中間剰余金又は中間欠損金（△） △3,815,542,369

（分配準備積立金） 1,331,487,649

元本等合計 5,539,255,218

純資産合計 5,539,255,218

負債純資産合計 5,586,988,895
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】

 （単位：円）

 
第16期中間計算期間
自　平成26年７月８日
至　平成27年１月７日

営業収益  
受取利息 85

有価証券売買等損益 280,921,968

営業収益合計 280,922,053

営業費用  
受託者報酬 2,942,575

委託者報酬 44,138,499

その他費用 117,646

営業費用合計 47,198,720

営業利益又は営業損失（△） 233,723,333

経常利益又は経常損失（△） 233,723,333

中間純利益又は中間純損失（△） 233,723,333

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解

約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
1,987,845

期首剰余金又は期首欠損金（△） △4,016,439,119

剰余金増加額又は欠損金減少額 29,885,530

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少

額
29,885,530

剰余金減少額又は欠損金増加額 60,724,268

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加

額
60,724,268

分配金 －

中間剰余金又は中間欠損金（△） △3,815,542,369
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（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券

基準価額で評価しております。

  
２.収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準

約定日基準で計上しております。

  
３.その他 当ファンドの計算期間は、前期末が休日のため平成26年 7月 8日から平成27年 7月

6日までとなっております。

なお、当該中間計算期間は、平成26年 7月 8日から平成27年 1月 7日までとなって

おります。

  

（中間貸借対照表に関する注記）

第16期中間計算期間末

(平成27年 1月 7日現在)

１. 中間計算期間の末日における受益権の総数

   9,354,797,587口

２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す

る額

  元本の欠損 3,815,542,369円

３. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

  1口当たり純資産額 0.5921円

  (10,000口当たり純資産額) (5,921円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第16期中間計算期間

自 平成26年 7月 8日

至 平成27年 1月 7日

１.当ファンドの主要投資対象である、アイエヌジー・日
本株式マザーファンドにおいて、信託財産の運用に係
わる権限の全部または一部を委託する為に要する費用

 

 　　支払金額　　　　　　　　　 12,225,766円  
    

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

第16期中間計算期間末

（平成27年 1月 7日現在）

１.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額

当ファンドの保有する金融商品は原則としてすべて時価評

価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はあ

りません。

２.時価の算定方法

○親投資信託受益証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載している

ため省略しております。

○コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ

等しいことから、当該帳簿価額によっております。

３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場

価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれており

ます。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいる

ため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が

変動することもあります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。
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（元本の移動）

第16期中間計算期間

自 平成26年 7月 8日

至 平成27年 1月 7日

期首元本額 9,276,229,821円

期中追加設定元本額 147,599,023円

期中一部解約元本額 69,031,257円

 

（参考）

当ファンドは「アイエヌジー・日本株式マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表

の資産の部に計上された 「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。

尚、同親投資信託の状況は次の通りです。

また、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

アイエヌジー・日本株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

 (平成27年 1月 7日現在)

資産の部  

流動資産  
コール・ローン 34,455,157

株式 6,805,733,230

未収配当金 9,728,725

未収利息 9

流動資産合計 6,849,917,121

資産合計 6,849,917,121

負債の部  

流動負債  

流動負債合計 -

負債合計 -

純資産の部  

元本等  
元本 8,583,845,527

剰余金  

期末剰余金又は期末欠損金（△） △1,733,928,406

元本等合計 6,849,917,121

純資産合計 6,849,917,121

負債純資産合計 6,849,917,121
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注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式

原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券については、その最終相場(計算

日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。

  
2.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金の計上基準

原則として、配当落ち日において確定配当金額又は予想配当金額を計上しており

ます。

 (2)有価証券売買等損益の計上基準

約定日基準で計上しております。

  
（貸借対照表に関する注記）

(平成27年 1月 7日現在)

１. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

  元本の欠損 1,733,928,406円

２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

  1口当たり純資産額 0.7980円

  (10,000口当たり純資産額) (7,980円)

（その他の注記）

(平成27年 1月 7日現在)

子ファンドの期首 平成26年 7月 8日

期首元本額 8,848,056,442円

対象期間中の追加設定元本額 132,271,146円

対象期間中の一部解約元本額 396,482,061円

期末元本額 8,583,845,527円

平成27年 1月 7日現在の元本の内訳※  

アイエヌジー・グローバルバランスオープン（安定投資型） 1,354,028円

アイエヌジー・グローバルバランスオープン（分散投資型） 22,773,512円

アイエヌジー・グローバルバランスオープン（積極投資型） 82,920,819円

アイエヌジー・日本株式オープン 6,941,349,969円

アイエヌジー・日本株式ファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 633,849,042円

アイエヌジー・グローバルバランスファンドＶＡ（株２５型）（適格機関投資家専用） 190,106,848円

アイエヌジー・グローバルバランスファンドＶＡ（株５０型）（適格機関投資家専用） 260,577,871円

アイエヌジー・グローバルバランスファンドＶＡ（株７０型）（適格機関投資家専用） 450,913,438円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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２【ファンドの現況】（訂正後の内容のみ記載しております。）

【純資産額計算書】平成27年2月27日

Ⅰ　資産総額 6,164,352,315円　

Ⅱ　負債総額 14,004,950円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,150,347,365円　

Ⅳ　発行済口数 9,356,329,456口　

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.6573円　

　　（1万口当たり純資産額） （6,573円）

 

（参考）

NN日本株式マザーファンドの純資産額計算書

Ⅰ　資産総額 7,710,726,059円　

Ⅱ　負債総額 144,037,484円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 7,566,688,575円　

Ⅳ　発行済口数 8,521,607,603口　

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8879円　

　　（1万口当たり純資産額） （8,879円）
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

＜訂正前＞

（1）資本金の額（平成26年8月末現在）

 

＜訂正後＞

（1）資本金の額（平成27年2月末現在）

 

（2）委託会社の機構

②運用体制（下記の内容に訂正されます。）

 

 

２【事業の内容及び営業の概況】（下記の内容に訂正されます。）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業を行っています。また

「金融商品取引法」に定める投資助言業および第一種金融商品取引業を行っています。

平成27年2月末現在委託会社の運用する証券投資信託は次の通りです。ただし、親投資信託を除きます。

種類 本数 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 43 380,209

合計 43 380,209
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３【委託会社等の経理状況】（下記の内容に変更されます。）

 

（1）委託会社であるNNインベストメント・パートナーズ株式会社（旧商号：アイエヌジー投信株式会

社　以下「委託会社」という）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という）ならびに同規則第2条の規定に基づ

き「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しておりま

す。

また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭

和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条および第57条の規定により、「金融商品取引業等に関

する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

 

（2）法令の規定に基づき、委託会社の財務諸表については新日本有限責任監査法人の監査を受けており

ます。

また、第16期事業年度に係る中間会計期間（自　平成26年4月1日　至　平成26年9月30日）の中間財

務諸表については新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】

期別
第14期

（平成25年３月31日）
第15期

（平成26年３月31日）

科目 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比

（資産の部） 千円 千円 ％ 千円 千円 ％

流動資産       

現金・預金  2,343,378   2,609,628  

立替金  582   1,135  

未収委託者報酬  234,448   243,382  

未収運用受託報酬  209,483   194,849  

未収投資助言報酬  677   267  

その他の未収収益  93,463   83,615  

前払費用  20,457   20,460  

繰延税金資産  27,899   23,956  

流動資産計  2,930,390 96.7  3,177,296 97.0

固定資産       

有形固定資産　※１  37,451   36,736  

建物附属設備 22,535   21,145   

器具備品 9,475   12,326   

リース資産 5,440   3,264   

無形固定資産  971   2,517  

ソフトウェア 971   2,517   

投資その他の資産  61,049   59,238  

長期差入保証金 61,049   59,238   

固定資産計  99,472 3.3  98,493 3.0

資産合計  3,029,862 100.0  3,275,789 100.0
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期別
第14期

（平成25年３月31日）
第15期

（平成26年３月31日）

科目 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比

（負債の部） 千円 千円 ％ 千円 千円 ％

流動負債       

未払手数料  39,257   38,268  

未払投資顧問料  47,742   43,604  

未払投資助言料  1,389   1,662  

未払金  126,377   43,943  

未払費用  15,842   17,353  

リース債務  1,511   1,549  

未払法人税等  89,945   161,121  

未払消費税等  16,177   22,105  

預り金  42,284   45,970  

賞与引当金  42,406   21,925  

役員賞与引当金  21,395   7,841  

流動負債計  444,330 14.7  405,344 12.4

固定負債       

リース債務  5,317   3,768  

役員長期賞与引当金  1,409   －  

退職給付引当金  343,232   409,104  

役員退職慰労引当金  54,238   65,140  

固定負債計  404,198 13.3  478,013 14.6

負債合計  848,528 28.0  883,357 27.0

科目 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比

（純資産の部） 千円 千円 ％ 千円 千円 ％

株主資本       

資本金  480,000 15.8  480,000 14.7

資本剰余金       

資本準備金 1,390,000   1,390,000   

資本剰余金計  1,390,000 45.9  1,390,000 42.4

利益剰余金       

その他利益剰余金       

繰越利益剰余金 311,334   522,431   

利益剰余金計  311,334 10.3  522,431 15.9

株主資本合計  2,181,334 72.0  2,392,431 73.0

純資産合計  2,181,334 72.0  2,392,431 73.0

負債純資産合計  3,029,862 100.0  3,275,789 100.0
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（２）【損益計算書】

 
第14期

（自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日）

第15期
（自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日）

 内訳 金額 百分比 内訳 金額 百分比

 千円 千円 ％ 千円 千円 ％

営業収益       

委託者報酬 773,696   916,912   

運用受託報酬 994,424   1,076,705   

投資助言報酬 2,362   3,755   

その他営業収益 314,463   216,700   

営業収益計  2,084,947 100.0  2,214,074 100.0

営業費用       

支払手数料  155,568   208,479  

支払投資顧問料  161,369   208,161  

支払投資助言料  4,810   6,444  

広告宣伝費  664   857  

調査費  127,728   128,626  

調査費 126,929   127,959   

図書費 799   667   

委託計算費  49,953   55,706  

業務委託費  6,284   6,189  

営業雑経費  38,819   34,132  

通信費 4,399   4,927   

印刷費 21,688   17,089   

協会費 6,389   5,401   

諸会費 1,455   1,872   

その他営業費用 4,887   4,841   

営業費用計  545,199 26.1  648,597 29.3

一般管理費       

給料  822,854   721,540  

役員報酬 62,901   62,971   

給料・手当 610,771   531,728   

賞与 82,500   101,472   

賞与引当金繰入額 42,406   21,925   

役員賞与 11,278   248   

役員賞与引当金繰入額 12,996   3,195   

福利厚生費  122,444   99,370  

交際費  3,430   4,786  

旅費交通費  9,971   15,392  

租税公課  10,450   11,170  

不動産賃借料  72,464   71,519  

退職給付費用  68,964   85,789  
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第14期

（自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日）

第15期
（自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日）

 内訳 金額 百分比 内訳 金額 百分比

 千円 千円 ％ 千円 千円 ％

役員退職慰労引当金繰入額  11,973   10,902  

固定資産減価償却費  16,967   15,571  

監査費用  21,729   18,418  

諸経費  90,724   76,274  

一般管理費計  1,251,975 60.0  1,130,736 51.1

営業利益  287,772 13.8  434,740 19.6

営業外収益       

受取利息 419   456   

受取配当金 134   134   

為替換算差益 8,954   5,092   

雑益 950   47   

営業外収益計  10,458 0.5  5,730 0.3

営業外費用       

支払利息 136   153   

有価証券売却損 31   －   

雑損失 48   －   

営業外費用計  216 0.0  153 0.0

経常利益  298,015 14.3  440,318 19.9

特別利益       

リース債務解約益 1,235   －   

固定資産受贈益 535   －   

特別利益計  1,770 0.1  － 0.0

特別損失       

固定資産除却損　※１ 228   135   

リース資産除却損 334   －   

特別退職金　※２ 11,556   －   

特別損失計  12,119 0.6  135 0.0

税引前当期純利益  287,666 13.8  440,182 19.9

法人税、住民税及び事業税  149,650 7.2  198,264 9.0

法人税等追徴額  － 0.0  26,878 1.2

法人税等調整額  △664 △0.0  3,942 0.2

当期純利益  138,680 6.7  211,097 9.5
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（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

      （単位：千円）

 

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

当期首残高 480,000 1,390,000 1,390,000 172,654 172,654 2,042,654 2,042,654

当期変動額        

剰余金の配当       －

当期純利益    138,680 138,680 138,680 138,680

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）       －

当期変動額合計 － － － 138,680 138,680 138,680 138,680

当期末残高 480,000 1,390,000 1,390,000 311,334 311,334 2,181,334 2,181,334

 

当事業年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

      （単位：千円）

 

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

当期首残高 480,000 1,390,000 1,390,000 311,334 311,334 2,181,334 2,181,334

当期変動額        

剰余金の配当       －

当期純利益    211,097 211,097 211,097 211,097

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）       －

当期変動額合計 － － － 211,097 211,097 211,097 211,097

当期末残高 480,000 1,390,000 1,390,000 522,431 522,431 2,392,431 2,392,431
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重要な会計方針

１．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

(イ）リース資産以外の有形固定資産

　定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物附属設備　　　８～15年

器具備品　　　　　５～８年

(ロ）リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっております。

 

(2）無形固定資産

定額法により償却しております。なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内における

利用可能期間（５年）による定額法を採用しております。

 

２．引当金の計上基準

(1）賞与引当金

従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額の当期負担分を計上しております。

 

(2）役員賞与引当金

役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額の当期負担分を計上しております。

 

(3）退職給付引当金

従業員の退職金支給に充てるため、退職給付会計に関する実務指針に定める簡便法（退職金規

程等にもとづく期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法）により計上しております。

 

(4）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

 

３．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

(1）外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。

 

４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第14期
（平成25年３月31日現在）

第15期
（平成26年３月31日現在）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額
 

建物附属設備 46,080千円

器具備品 34,304千円

リース資産 1,978千円
 

 
建物附属設備 50,849千円

器具備品 33,359千円

リース資産 4,154千円
 

 

（損益計算書関係）

第14期
自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日

第15期
自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日

※１　固定資産除却損の内容は次のとおりであり

ます。

※１　固定資産除却損の内容は次のとおりであり

ます。
 

器具備品 228千円
 

 
器具備品 135千円

 
※２　特別退職金は、日本株式運用部の解散に伴

う割増退職金であります。

 

 

（株主資本等変動計算書関係）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

第14期（自平成24年４月１日至平成25年３月31日）

株式の種類
当事業年度期首

株式数
（株）

当事業年度
増加株式数
（株）

当事業年度
減少株式数
（株）

当事業年度末
株式数
（株）

普通株式 9,350 － － 9,350

 

第15期（自平成25年４月１日至平成26年３月31日）

株式の種類
当事業年度期首

株式数
（株）

当事業年度
増加株式数
（株）

当事業年度
減少株式数
（株）

当事業年度末
株式数
（株）

普通株式 9,350 － － 9,350

 

２．配当に関する事項

(1）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議予定 株式の種類 配当の原資
配当金の
総額

（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成26年
６月30日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 140,250 15,000.00 平成26年３月31日 平成26年７月１日
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（リース取引関係）

１．所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1）リース資産の内容

①　有形固定資産

　総務部が主管するコピー機及びファックスであります。

 

(2）リース資産の減価償却の方法

　重要な会計方針　「１．　固定資産の減価償却の方法」　に記載の通りであります。

 

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

　当社は、投資運用業及び投資助言・代理業、第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っており、手数料収

入から生じる余資運用については短期的な預金等に限定しております。積極的な運用は行っていないため特に資金調達は

行っておりません。またデリバティブ等の投機的な取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から支払われる委託者に対する報酬の未払い金額

であり、信託財産は受託銀行において分別保管されていることから信用リスクはほとんどないものと認識しております。

また営業債権である未収運用受託報酬とその他未収収益の基礎となる預かり資産は、投資顧問業法に基づき受託銀行の固

有財産と分別管理されており、未収運用受託報酬とその他未収収益は当該信託財産の負債項目に計上されていることから

信用リスクはほとんどないものと認識しております。

　国外拠点に対する外貨建ての債権債務に関しては、決済日から決済されるまで最長6ヶ月間の為替変動によるリスクに

晒されております。

2．金融商品の時価等に関する事項

　前事業年度末（平成25年３月31日）

  （単位：千円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

(1）現金・預金 2,343,378 2,343,378 －

(2）未収委託者報酬 234,448 234,448 －

(3）未収運用受託報酬 209,483 209,483 －

(4）その他未収収益 93,463 93,463 －

（注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項

(1）現金・預金、(2）未収委託者報酬、(3）未収運用受託報酬、ならびに(4）その他未収収益

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。

（注２）金銭債権の決算日後の償還予定額

  （単位：千円）

 １年以内 １年超

(1）現金・預金 2,343,378 －

(2）未収委託者報酬 234,448 －

(3）未収運用受託報酬 209,483 －

(4）その他未収収益 93,463 －

合計 2,880,772 －
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当事業年度末（平成26年３月31日）

  （単位：千円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

(1）現金・預金 2,609,628 2,609,628 －

(2）未収委託者報酬 243,382 243,382 －

(3）未収運用受託報酬 194,849 194,849 －

(4）その他未収収益 83,615 83,615 －

（注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項

(1）現金・預金、(2）未収委託者報酬、(3）未収運用受託報酬、ならびに(4）その他未収収益

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。

（注２）金銭債権の決算日後の償還予定額

  （単位：千円）

 １年以内 １年超

(1）現金・預金 2,609,628 －

(2）未収委託者報酬 243,382 －

(3）未収運用受託報酬 194,849 －

(4）その他未収収益 83,615 －

合計 3,131,476 －

 

（有価証券関係）

１．事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度末（自平成24年４月１日　至平成25年３月31日）

区分 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

投資信託 7,956 － 31

合計 7,956 － 31

 

当事業年度末（自平成25年４月１日　至平成26年３月31日）

　該当ありません。

 

（退職給付関係）

前事業年度（自平成24年４月１日　至平成25年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は確定給付型の制度として、会社設立時より退職一時金制度を設けております。

 

２．退職給付債務に関する事項

　退職金規程等にもとづく自己都合による期末要支給額を退職給付引当金として計上しております。

 

３．退職給付費用に関する事項

退職給付費用 68,964 千円

 

当事業年度（自平成25年４月１日　至平成26年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は確定給付型の制度として、会社設立時より退職一時金制度を設けております。

　なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して

おります。
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２．簡便法を適用した確定給付制度

(1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

退職給付引当金の期首残高 343,232 千円

退職給付費用 85,789 千円

退職給付の支払額 19,916 千円

退職給付引当金の期末残高 409,104 千円

 

(2）退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 85,789 千円

 

（税効果関係）

第14期
（平成25年３月31日現在）

第15期
（平成26年３月31日現在）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な

原因別の内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な

原因別の内訳
 

賞与引当金 16,118千円

退職給付引当金 123,873

役員退職慰労引当金 19,574

未払費用 6,021

未払事業税 5,758

資産除去債務 2,221

その他 130

繰延税金資産小計 173,699

評価性引当額 △145,800

繰延税金資産合計 27,899

繰延税金資産の純額 27,899
  

 

 
賞与引当金 7,814千円

退職給付引当金 145,804

役員退職慰労引当金 23,215

未払費用 6,184

未払事業税 9,957

資産除去債務 2,506

その他 4,116

繰延税金資産小計 199,600

評価性引当額 △175,643

繰延税金資産合計 23,956

繰延税金資産の純額 23,956
  

 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との間の差異の原因となった主要な

項目別内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との間の差異の原因となった主要な

項目別内訳
 

 （％）

法定実効税率 38.0

（調整）  

評価性引当額の増減 7.3

交際費等永久に損金に算入
されない項目

4.7

住民税均等割 0.8

前期確定申告差異 0.2

その他 0.6

税効果会計適用後の法人税
等の負担率

51.7

 

 
 （％）

法定実効税率 38.0

（調整）  

評価性引当額の増減 6.7

交際費等永久に損金に算入
されない項目

1.4

住民税均等割 0.2

前期確定申告差異 △0.0

法人税等追徴額 6.1

税率変更による期末繰延税

金資産の減額修正
0.3

その他 △0.8

税効果会計適用後の法人税
等の負担率

52.0
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第14期
（平成25年３月31日現在）

第15期
（平成26年３月31日現在）

 ３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及

び繰延税金負債の金額の修正

 　「所得税法等の一部を改正する法律」（平

成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公

布され、平成26年４月１日以後に開始する事

業年度から復興特別法人税が課されないこと

になりました。これに伴い、繰延税金資産及

び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税

率は、平成26年４月１日に開始する事業年度

に解消が見込まれる一時差異については従来

の38.0％から35.6％になります。

　この税率変更により、繰延税金資産の金額

が1,593千円減少し、法人税等調整額が1,593

千円増加しております。

 

（資産除去債務関係）

第14期
（平成25年３月31日現在）

第15期
（平成26年３月31日現在）

記載すべき重要な事項はありません。 記載すべき重要な事項はありません。

 

（セグメント情報等）

［セグメント情報］

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

［関連情報］

１．商品及びサービスのごとの情報

単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が当事業年度損益計算書の営業収益の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）営業収益

前事業年度（自平成24年４月１日　至平成25年３月31日）

    （単位：千円）

日本 アジア 欧州 米州 合計

941,701 32,119 270,044 67,385 1,311,250

（注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。

なお、委託者報酬773,696千円については、制度上、顧客情報を知りえないため、含まれておりません。

 

当事業年度（自平成25年４月１日　至平成26年３月31日）

    （単位：千円）

日本 アジア 欧州 米州 合計

1,044,640 3,842 154,968 93,710 1,297,162

（注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。

なお、委託者報酬916,912千円については、制度上、顧客情報を知りえないため、含まれておりません。
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(2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が当事業年度貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

前事業年度（自平成24年４月１日　至平成25年３月31日）

  （単位：千円）

顧客の名称 営業収益 関連するセグメント

アイエヌジー生命保険株式会社 851,532 資産運用業

（注）なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。

 

当事業年度（自平成25年４月１日　至平成26年３月31日）

  （単位：千円）

顧客の名称 営業収益 関連するセグメント

アイエヌジー生命保険株式会社 964,962 資産運用業

（注）なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。

 

［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

該当事項はありません。

 

［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

該当事項はありません。

 

［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

該当事項はありません。

 

関連当事者情報

１．関連当事者との取引

前事業年度（自平成24年４月１日　至平成25年３月31日）

(ア）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会

社等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金
又は
出資金

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合
（％）

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引
金額

（千円）
科目

期末残高
（千円）

役員の
兼任等

事業上
の関係

同一の親会社を
持つ会社

アイエヌジー ア
セットマネジメン
ト

オランダ、
ハーグ

11,375
ユーロ

投資
顧問業

なし なし
運用
委託

業務受託
報酬の受
取

255,571
未収
入金

84,106

同一の親会社を
持つ会社

アイエヌジー生命
保険（株）

東京都
千代田区

324億円 保険業 なし なし
投資
顧問

運用受託
報酬の受
取

851,532
未収
入金

149,963

（注）(1）上記(ア）の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

す。

(2）取引条件及び取引条件の決定方針等

1．投資顧問料の受取については当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算してお

ります。

2．業務受託に関する報酬の受取については当社との間で締結された業務委託契約に基づき計算しております。

 

EDINET提出書類

ＮＮインベストメント・パートナーズ株式会社(E12499)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

45/60



当事業年度（自平成25年４月１日　至平成26年３月31日）

(ア）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会

社等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金
又は
出資金

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合
（％）

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引
金額

（千円）
科目

期末残高
（千円）

役員の
兼任等

事業上
の関係

同一の親会社を
持つ会社

アイエヌジー ア
セットマネジメン
ト

オランダ、
ハーグ

11,375
ユーロ

投資
顧問業

なし なし
運用
委託

業務受託
報酬の受
取

196,149
未収
入金

79,584

同一の親会社を
持つ会社

アイエヌジー生命
保険（株）

東京都
千代田区

324億円 保険業 なし なし
投資
顧問

運用受託
報酬の受
取

964,962
未収
入金

155,030

（注）(1）上記(ア）の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

す。

(2）取引条件及び取引条件の決定方針等

1．投資顧問料の受取については当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算してお

ります。

2．業務受託に関する報酬の受取については当社との間で締結された業務委託契約に基づき計算しております。

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

（1）親会社情報

ING Groep N.V.（アムステルダム証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）

NN Group N.V.（非上場）

ING Insurance Eurasia N.V.（非上場）

ING Investment Management Holdings N.V.（非上場）
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（１株当たり情報）

第14期
自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日

第15期
自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日

 
１株当たり純資産額 233,297円81銭

１株当たり当期純利益金額 14,832円12銭
 

 
１株当たり純資産額 255,875円04銭

１株当たり当期純利益金額 22,577円22銭
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期利益金額に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期利益金額に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。

（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。
 

第14期
自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日

当期純利益（千円） 138,680

普通株主に帰属しない金額 －

普通株式にかかる当期純利益
（千円）

138,680

普通株式の期中平均株式数（株） 9,350
 

 

第15期
自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日

当期純利益（千円） 211,097

普通株主に帰属しない金額 －

普通株式にかかる当期純利益
（千円）

211,097

普通株式の期中平均株式数（株） 9,350
 

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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中間財務諸表

（１）中間貸借対照表

    （単位：千円）

第16期中間会計期間末
(平成26年９月30日現在）

資産の部 負債の部

科目 金額 構成比 科目 金額 構成比

  ％   ％

流動資産   流動負債   

現金・預金 2,517,187  預り金 25,292  

前払費用 23,068  未払金 73,363  

未収委託者報酬 259,648  未払手数料 43,788  

未収運用受託報酬 209,736  未払投資顧問料 56,669  

その他の未収収益 76,751  未払投資助言料 1,734  

繰延税金資産 41,196  未払費用 16,647  

その他 706  リース債務 1,491  

流動資産合計 3,128,294 96.3 未払法人税等 89,530  

固定資産   未払消費税等　※２ 19,509  

有形固定資産　※１ 73,720  賞与引当金 76,759  

無形固定資産 2,838  役員賞与引当金 625  

投資その他の資産 43,588  流動負債合計 405,412 12.5

長期差入保証金 43,588  固定負債   

固定資産合計 120,147 3.7 リース債務 2,837  

   退職給付引当金 436,817  

   役員退職慰労引当金 40,362  

   固定負債合計 480,017 14.8

   負債合計 885,429 27.3

   純資産の部

   科目 金額 構成比

     ％

   株主資本   

   資本金 480,000 14.8

   資本剰余金 1,390,000 42.8

   資本準備金 1,390,000  

   利益剰余金 493,013 15.2

   その他利益剰余金   

   繰越利益剰余金 493,013  

   株主資本合計 2,363,013 72.7

   純資産合計 2,363,013 72.7

資産合計 3,248,442 100.0 負債純資産合計 3,248,442 100.0
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（2）中間損益計算書

  （単位：千円）

第16期中間会計期間
自平成26年４月１日
至平成26年９月30日

科目 金額 百分比

  ％

営業収益   

委託者報酬 438,782  

運用受託報酬 504,079  

その他営業収益 154,721  

営業収益合計 1,097,583 100.0

営業費用・一般管理費   

営業費用   

支払手数料 96,419  

支払投資顧問料 95,303  

支払投資助言料 3,396  

その他営業費用 153,857  

一般管理費　※１ 580,666  

営業費用・一般管理費合計 929,643 84.7

営業利益 167,940 15.3

営業外収益　※２ 3,240 0.3

営業外費用　※３ 576 0.1

経常利益 170,604 15.5

特別利益　※４ 28,150 2.6

特別損失　※５ 19,140 1.7

税引前中間純利益 179,613 16.4

法人税、住民税及び事業税 86,020 7.8

法人税等調整額 △17,239 △1.6

法人税等合計 68,781 6.3

中間純利益 110,831 10.1
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(3)中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年９月30日）

      （単位：千円）

 

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

当期首残高 480,000 1,390,000 1,390,000 522,431 522,431 2,392,431 2,392,431

当中間期変動額        

剰余金の配当    △140,250 △140,250 △140,250 △140,250

中間純利益    110,831 110,831 110,831 110,831

株主資本以外の項目の当期
中間期変動額（純額）       －

当中間期変動額合計 － － － △29,419 △29,419 △29,419 △29,419

当中間期末残高 480,000 1,390,000 1,390,000 493,013 493,013 2,363,013 2,363,013
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注記事項

（重要な会計方針）

１．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

(イ）リース資産以外の有形固定資産

定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物附属設備　　　　　６～15年

器具備品　　　　　　　５～20年

(ロ）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっております。

(2）無形固定資産

定額法により償却しております。なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期間（５

年）による定額法を採用しております。

２．引当金の計上基準

(1）賞与引当金

従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額の当中間期負担分を計上しております。

(2）役員賞与引当金

役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額の当中間期負担分を計上しております。

(3）退職給付引当金

従業員の退職金支給に充てるため、退職給付会計に関する実務指計（中間報告）（日本公認会計士協会　会計制度

委員会報告第13号）に定める簡便法（退職金規程等に基づく中間期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方

法）により計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

３．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

(1）外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。

４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
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（中間貸借対照表関係）

第16期中間会計期間末（平成26年９月30日現在）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

建物附属設備 2,645千円

器具備品 21,670千円

リース資産 4,493千円

※２　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

 

（中間損益計算書関係）

第16期中間会計期間（自平成26年４月１日至平成26年９月30日）

※１　減価償却実施額

有形固定資産 7,372千円

無形固定資産 379千円

※２　営業外収益のうち主要なもの

為替差益 3,000千円

受取利息 239千円

※３　営業外費用のうち主要なもの

有価証券売却損 187千円

※４　特別利益のうち主要なもの

移転補償金 28,150千円

※５　特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 19,140千円

 

（中間株主資本等変動計算書関係）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

第16期中間会計期間（自平成26年４月１日至平成26年９月30日）

株式の種類
当事業年度期首株式
数（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式 9,350 － － 9,350

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成26年６月30日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 140,250 15,000.00 平成26年３月31日 平成26年７月１日

 

（リース取引関係）

１．所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1）リース資産の内容

①　有形固定資産

　総務部が主管するコピー機及びファックスであります。

(2）リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「１．固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。
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（金融商品関係）

１．金融商品の時価等に関する事項

　平成26年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりであります。な

お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注２）参照）。

   （単位：千円）

 
中間貸借対照表計上額

（＊）
時価 差額

(1）現金・預金 2,517,187 2,517,187 －

(2）未収委託者報酬 259,648 259,648 －

(3）未収運用受託報酬 209,736 209,736 －

（注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項

(1）現金・預金、(2）未収委託者報酬、ならびに(3）未収運用受託報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。

（注２）長期差入保証金（中間貸借対照表計上額　43,588千円）は市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見

積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりませ

ん。

 

（資産除去債務関係）

記載すべき重要な事項はありません。
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（セグメント情報等）

［セグメント情報］

　当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

［関連情報］

１．商品及びサービスごとの情報

　単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省

略しております。

２．地域ごとの情報

(1）営業収益

   （単位：千円）

日本 欧州 米州 合計

504,253 98,465 56,081 658,800

（注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。

なお、委託者報酬438,782千円については、制度上、顧客情報を知りえないため、含まれておりません。

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

  （単位：千円）

顧客の名称 営業収益 関連するセグメント

アイエヌジー生命保険株式会社 469,231 資産運用業

（注）なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。

 

［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

　該当事項はありません。

 

［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

　該当事項はありません。

 

［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

ＮＮインベストメント・パートナーズ株式会社(E12499)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

54/60



（１株当たり情報）

１株当たり純資産額 252,728円67銭

１株当たり中間純利益金額 11,853円65銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

（注）１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

中間純利益 110,831千円

普通株主に帰属しない金額 －

普通株主にかかる中間純利益 110,831千円

普通株式の期中平均株式数 9,350株

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】（下記の内容に訂正されます。）

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（1）受託銀行

名称 資本金の額
（平成27年2月末現在）

事業の内容

三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 銀行法に基づき銀行業を営むと
ともに、金融機関の信託業務の
兼営等に関する法律に基づき信
託業務を営んでいます。

 

（2）販売会社

名称 資本金の額
（平成27年2月末現在）

事業の内容

エヌエヌ生命保険株式会社※ 32,400百万円 保険業法に基づき生命保険事
業を営むとともに、金融商品
取引法に基づく登録を受けて
証券投資信託の取扱いを行っ
ています。

株式会社SBI証券

 

47,937百万円 金融商品取引法に定める第一
種金融商品取引業を営んでい
ます。楽天証券株式会社

 
7,495百万円

※アイエヌジー生命保険株式会社は平成27年4月1日付で商号を「エヌエヌ生命保険株式会社」に変更
しました。

 

（3）投資顧問会社

名称 資本金の額
（平成27年2月末現在）

事業の内容

BNYメロン・アセット・マネジメン
ト・ジャパン株式会社

795百万円 金融商品取引法に定める投
資運用業および投資助言業
を行っています。

 

２【関係業務の概要】

（1）受託銀行

ファンドの受託会社として信託財産の保管・管理・計算等を行っています。

（2）販売会社

販売会社として、募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付ならびに収益分配金、償還金お

よび一部解約金の取扱い等の業務を行います。

（3）投資顧問会社

委託者から運用の権限の委託を受けてNN日本株式マザーファンドの運用を行っています。

 

３【資本関係】

（1）受託銀行

該当事項はありません。

（2）販売会社

該当事項はありません。

（3）投資顧問会社

該当事項はありません。

 

（参考情報）

＜再信託会社＞

名称 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
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資本金 51,000百万円（平成27年2月末現在）
事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の

兼営に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

 

第３【その他】

＜訂正前＞

(1) 目論見書の表紙に委託会社および販売会社の名称、ロゴ・マーク、ならびにINGグループのロゴ・マーク

を表示することがあります。

目論見書の表紙に、「追加型株式投資信託」、「追加型投信／国内／株式」、「信託期間無期限」、「自動

けいぞく投資コース」、「一般コース」、「ファミリーファンド方式」、「ガリオン・ファンド」等、当

ファンドの性格を表示する文言を記載することがあります。

また、「アイエヌジーグループ」、「INGグループ」および「ING Group」等、INGグループを表わす文言を記

載することがあります。

 

＜訂正後＞

(1) 目論見書の表紙に委託会社および販売会社の名称、ロゴ・マーク、ならびにNNグループのロゴ・マーク

を表示することがあります。

目論見書の表紙に、「追加型株式投資信託」、「追加型投信／国内／株式」、「信託期間無期限」、「自動

けいぞく投資コース」、「一般コース」、「ファミリーファンド方式」、「ガリオン・ファンド」等、当

ファンドの性格を表示する文言を記載することがあります。

また、「NNグループ」および「NN Group」等、NNグループを表わす文言を記載することがあります。
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独立監査人の中間監査報告書
 

平成２７年３月５日

アイエヌジー投信株式会社

取締役会　御中

 

 新日本有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員

 
 

公認会計士 岩部　俊夫　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員

 
 

公認会計士 亀井　純子　　印

 
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

経理状況」に掲げられているアイエヌジー・日本株式オープンの平成２６年７月８日から平成２７年１月７
日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間
注記表について中間監査を行った。
 
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財

務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
 
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する

意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて

監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 

中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、アイエヌジー・日本株式オープンの平成２７年１月７日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する中間計算期間（平成２６年７月８日から平成２７年１月７日まで）の損益の状況に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
 

利害関係
アイエヌジー投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定

により記載すべき利害関係はない。
以　　上

 
(注１)　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。

(注２)　ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
 
　　次へ
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独立監査人の監査報告書
 

平成２６年６月２３日

アイエヌジー投信株式会社

取締役会　御中

 

 新日本有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員

 
 

公認会計士 松村　直季　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員

 
 

公認会計士 鴨下　裕嗣　　印

 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

社等の経理状況」に掲げられているアイエヌジー投信株式会社の平成２５年４月１日から平成２６年３

月３１日までの第１５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計

算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作

成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合

理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監

査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に

基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための

ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する

ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用

した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、アイエヌジー投信株式会社の平成２６年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　　上

 

(注１)　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

(注２)　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

次へ
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独立監査人の中間監査報告書
 

平成２６年１２月８日

 

アイエヌジー投信株式会社

取締役会　御中
 

 新日本有限責任監査法人
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 臼倉　健司　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 鴨下　裕嗣　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられているアイエヌジー投信株式会社の平成２６年４月１日から平成２７年３
月３１日までの第１６期事業年度の中間会計期間（平成２６年４月１日から平成２６年９月３０日ま
で）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
 
中間財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査
の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中
間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの
合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施すること
を求めている。
　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比
べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中
心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制
の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状
況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
 
中間監査意見
　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠して、アイエヌジー投信株式会社の平成２６年９月３０日現在の財政状態及び同日を
もって終了する中間会計期間（平成２６年４月１日から平成２６年９月３０日まで）の経営成績に関す
る有用な情報を表示しているものと認める。
 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　　上
 

（注１）　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

ります。

（注２）　XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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